
















































人権問題をとりまく最近の動き 

 

 

 

 

  

○部落差別の解消の推進に関する法律の施行について 

（平成 28年 12 月 16 日施行） 

 

法律の目的 

 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って

部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、基本的人

権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない

ものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である

ことに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及

び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等

について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落

差別のない社会を実現すること。 
 

法律の基本理念 

部落差別の解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人

権を享有する個人として尊重されるという理念にのっとり、部落差

別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努め

ることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行

われなければならない。 

金沢市では、すべての市民が日常生活の中で人権を意識し、多様な

人々がお互いの違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会の実

現をめざして、平成２５年３月に「金沢市人権教育・啓発行動計画」

を策定し、さまざまな人権課題について、あらゆる場を通して人権教

育・啓発を推進しています。しかし近年新たに人権を脅かす事象が生

じており、これらの対策を推進するために、新たな法律の整備が進ん

でいます。 
立法の目的や市の役割等について、次のとおり紹介します。 



 

国の責務 

部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の

施策推進に必要な情報の提供、指導・助言を行う。 
 １ 相談体制の充実を図る。 
 ２ 教育及び啓発を行う。 
 ３ 地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行

う。 
 

地方公共団体の責務 

部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該

地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 
 １ 相談体制の充実 

部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の 
充実に努める。 

２ 教育及び啓発 
部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行う 
よう努める。 

 
 
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推

進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）の施行について 

（平成 28年６月３日施行） 
 

法律の目的 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動（以下「ヘイトスピーチ」

という。）の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた

取組について基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らか

にするとともに、基本的施策を定め、これを推進すること。 

 



法律の基本理念 

ヘイトスピーチの解消の必要性に対する理解を深めるとともに、

ヘイトスピーチのない社会の実現に寄与するよう努めなければなら

ない。 

 

国の責務 

 ヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する施策を実施するとと

もに、地方公共団体の施策推進に必要な助言その他の措置を講ずる。 

 １ 相談体制の整備 
 ２ 教育の充実 
 ３ 啓発活動の実施 
 

地方公共団体の責務 

ヘイトスピーチの解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるも

のとする。 

 １ 相談体制の整備 
 ２ 教育の充実 
 ３ 啓発活動の実施 
 
 
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別 

解消法）の施行について（平成 28年４月１日施行） 
 

法律の目的 

障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に生

きる社会を目指して、国・県・市及び民間事業者における障害を理

由とする差別を解消するための措置として、障害のある人に対する

「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求める。 
 



国・地方公共団体の責務 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、

実施すること 
 

国民の責務 

 障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めること 
 

不当な差別的取扱いの禁止 

  
 

合理的配慮の提供 
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障害のある人から何らかの

配慮を求める意思の表明があ

った場合、負担になりすぎな

い範囲で、合理的配慮を提供

すること。 

「不当な差別的取扱い」とは、

障害のある人に対して、正当な

理由なく、障害を理由としてサ

ービスや各種機会の提供を拒否

したり、提供にあたって条件を

つけたりするような行為 


